
( 3 )現場開所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、

現場事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現場や現場事務所が閉所さ

れた状態をいう。

(4) 4週 8休以上

対象期間内の現場閉所日数の割合(以下、「現場開所率Jとしづ。)が、 28.5%

(8日/28日)以上の水準に達する状態をしづ。なお、降雨、降雪等による

予定外の現場閉所日についても、現場開所日数に含めるものとする。

2. 発注方式

次のいずれかによる方式を基本とする。

( 1 )発注者指定方式

発注者が、週休 2日に取り組むことを指定する方式

( 2)受注者希望方式

受注者が、工事着手前に、発注者に対して週休 2日に取り組む旨を協

議したうえで取り組む方式

3. 積算方法等

( 1 )補正係数

週休 2日の確保に取り組む工事において、対象期間中の現場の閉所状況

に応じて、以下のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じるものとする。

[4週8休以上1
・労務費 1. 0 5 

-機械経費(賃料) 1. 04 

・共通仮設費率 1. 0 4 

-現場管理費率 1. 0 5 

[4週7休以上 4週8休未満1
・労務費 1. 03 

-機械経費(賃料) 1. 0 3 

・共通仮設費率 1. 0 3 

-現場管理費率 1. 0 4 
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[4週 6休以上 4週 7休未満]

・労務費 1. 0 1 

-機械経費(賃料) 1. 0 1 

・共通仮設費率 1. 0 1 

-現場管理費率 1. 0 2 

( 2)補正方法

4.適用

①発注者指定方式

入札説明書等において週休 2 日に取り組む旨を明記したうえで、

当初予定価格から 4週 8休以上の達成を前提とした補正係数を各

経費に乗じるものとする。

なお、現場開所の達成状況を確認後、4週 8休に満たないものは、

補正分を減額変更するとともに、必要に応じ、工事成績評定実施要

領に基づく点数を減ずる措置を行うものとする。

②受注者希望方式

現場開所の達成状況を確認後、各経費を補正し、適切に請負代金

額を変更するものとする。

本通達は、平成 30年 4月 1日以降に入札手続を開始する工事から適用する。

ただし、平成 30年 3月 31日までに入札手続を開始した工事については、

なお従前の例による。
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先ずは労務費と機械費を補正します。
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掛け率を入力すると、再度、経費計算画面になります。
『単価の掛け率を更新』にチェックが入っているのを確認して、再積上げしてください。

fswork02
タイプライターテキスト
すでに一度、経費を計算していた場合は、再計算の際に左図の赤丸にチェックを入れます。最初から前ページの労務費と機械費の補正をしていた場合は、このページは省略してＯＫです
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タイプライターテキスト
共通仮設費と現場管理費は、経費の条件選択画面で補正できます。




